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二
つ
の
栽
培
漁
業
部
会
の
取
扱
い
は
、
新

市
に
お
い
て
検
討
す
る
。 

２ 
市
町
単
独
補
助
事
業 

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
継
ぎ
、
合
併

後
２
年
を
目
途
に
、
地
域
特
性
を
考
慮
し

つ
つ
、
平
田
市
漁
村
振
興
基
本
計
画
を
参

考
に
新
た
な
基
本 

計
画
を
策
定
し
、 

事
業
を
統
一
す
る
。 

３ 

沿
岸
漁
業
融
資
資
金

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、合
併

後
２
年
を
目
途
に
、新
た
に
制
度
化
す
る
。

４ 

内
水
面
漁
業
振
興
対
策
事
業 

　
平
田
市
の
事
業
は
、
現
行
の
と
お
り
新

市
に
引
き
継
ぎ
、
出
雲
市
及
び
湖
陵
町
の

事
業
に
つ
い
て
は
、合
併
時
に
統
一
す
る
。

５ 

国
県
事
業
上
乗
せ
補
助
金

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
合

併
後
２
年
を
目
途
に
、
新
た
に
制
度
化
す

る
。

６ 

漁
獲
共
済
金
助
成
事
業 

　
各
市
町
に
よ
り
助
成
割
合
が
相
違
し
て

い
る
た
め
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き

継
ぎ
、
合
併
後
２
年
を
目
途
に
、
新
た
に

制
度
化
す
る
。

７ 

漁
業
振
興
基
金 

　
多
伎
町
、
湖
陵
町
、
大
社
町
は
、
斐
伊

川
放
水
路
事
業
に
伴
う
補
償
金
を
基
金
と

し
て
事
業
を
実
施
し
て
い
る
た
め
一
本
化

は
困
難
で
あ
り
、
現
行
の
と
お
り
特
定
目

的
基
金
と
し
て
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

８ 

漁
業
関
連
施
設
整
備
計
画 

　
新
市
に
お
い
て
２
年
を
目
途
に
、
新
た

に
全
域
を
網
羅
す
る
総
合
整
備
計
画
を
策

定
し
て
再
編
す
る
。 
 

９ 

漁
業
関
連
施
設
整
備
受
益
者
分
担
金 

　
平
成
16
年
度
は
、
現
行
の
と
お
り
と

し
、
平
成
17
年
度
以
降
に
新
規
事
業
採

択
さ
れ
る
も
の
か
ら
、
多
伎
町
、
湖
陵

町
及
び
大
社
町
の
例
に
よ
り
、
徴
収
し

な
い
。

10
漁
業
集
落
環
境
整
備
事
業
受
益
者
　

　
分
担
金 

　
漁
業
集
落
排
水
事
業
に
つ
い
て
は
、

上
下
水
道
関
係
の
調
整
方
針
の
と
お
り

と
し
、
そ
の
他
の
施
設
整
備
等
に
つ
い

て
は
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
。

11
漁
港
施
設
の
使
用
料
及
び
占
用
料

　
島
根
県
漁
港
管
理
条
例
を
準
用
し
、

合
併
時
に
統
一
す
る
。
な
お
、
運
用
に 

つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
。

12
遊
漁
事
業

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

13
漁
業
協
同
組
合

　
県
内
の
漁
協
一
本
化
計
画
が
実
現
で

き
る
よ
う
調
整
に
努
め
る
。

14
各
種
団
体
補
助 

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、補

助
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
２
年

を
目
途
に
調
整
す
る
。

    

第
9
回
協
議
会
で
の
決
定

回
協
議
会
で
の
決
定
（
議
案
）

（
議
案
）
事
項
事
項

第
9
回
協
議
会
で
の
決
定

回
協
議
会
で
の
決
定
（
議
案
）

（
議
案
）
事
項
事
項

第
9
回
協
議
会
で
の
決
定
（
議
案
）
事
項

財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い 

 

　
２
市
４
町
の
所
有
す
る
財
産
、
公
の

施
設
及
び
債
務
は
、
す
べ
て
新
市
に
引

き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

地
域
自
治
区
の
設
置 

【
総
務
・
企
画
小
委
員
会
付
託
案
件
】 

　
新
市
建
設
計
画
「
出
雲
の
國
つ
く
り

大
綱
」
の
趣
旨
に
則
り
、
新
市
に
お
い

て
地
域
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
、
住 

    

民
と
行
政
が
一
体
と
な
っ
た
協
働
の
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
２
市
４
町

の
区
域
ご
と
に
、
地
方
自
治
法
2
0
2

条
の
4
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
自
治
区

を
設
置
す
る
。
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◆教育行政組織の考え方　 
●生涯学習・生涯スポーツ・文化振興等の所管　　　　 
　　各市町での取組み状況、新市での効率的な行政運営、国の教育委
　員会制度の検討状況を勘案し、将来を見据えた柔軟で創造的な組織

　体制、事業を、３年を目途に構築するべく現時点では整理する。　

　　　 

　　＊市長部局で所管するもの　　　　　　 

　　　・地域振興としての文化振興　　　　　　 

　　　・地域振興としてのスポーツ振興　　　　　　 

　　　・地域振興としての文化財の活用　　　　 

　　＊教育委員会部局で所管するもの　　　　　　 

　　　・学校教育と連携した社会教育　　　　　　 

　　　・文化財の調査　 

●教育協議会（仮称）の設置　　　　 
　　各分野のそれぞれ専門の委員で構成された教育協議会（仮称）を 
　設置して、新市の教育委員と様々な立場から意見交換、協議を行い、 

　教育行政について連携・協力を図る。 

 

◆支所の機能の考え方　 
●支所のあり方 
  ＊合併による行政コストの縮減、組織のスリム化の観点から、職員、
　　住民の意識改革による創造的分権型行政の構築を踏まえた支所を目  

　　指す。　　　 

　＊主体性を持った支所の運営にあたっては支所長をあて、理事職に補

　　する。　 

●地域防災センターとしての拠点機能　　　 
　＊防災に際し、住民に一番身近な初期体制が必要との視点から、支所
　　に地域防災センターとしての拠点機能を確保する。　 

●地域振興まちづくり予算の執行　　　 
　＊地域協議会との連携を図り、地域の特色を発揮させるため、地域振
　　興・地域協働・地域コミュニティの予算を、支所長が地域協議会の

　　意見を聴き、主体的に執行する。 
 
 

 

１．総括方針　 
（１）行財政改革を積極的に実施できる組織、機構　 

（２）新市移行後も住民サービスの低下をきたさないように十分配慮した組織、機構　 

（３）市民が利用しやすく、わかりやすい組織、機構　 

（４）市民の声を適正に反映することができる組織、機構　 

（５）合併による財政効果を発揮できる、簡素で効率的な組織、機構　 

（６）新市建設計画を円滑に遂行できる組織、機構　 

（７）指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織、機構　 

（８）地方分権に柔軟に対応できる組織、機構　 

（９）新たな行政課題に速やかに対応できる組織、機構 

２．段階的整備方針 

　　　組織、機構の整備にあたっては、住民サービスを低下させず、事務事業の混乱、停滞を回避するため、次のとおり段階的に整備する。　 
（１）合併当初においては、管理機能を集約しつつ、従前の組織、機構をある程度活用する暫定的な組織、機構とし、事務事業調整等の進捗に応じ逐次

　　統合を行う。 

　　　また、教育文化行政組織については、合併当初においては、各市町の現在の取り組みに鑑み、市長部局、教育行政部局に適宜組み込んだ組織体制とする

　　が、３年以内を目途に統一的な組織体制を構築することとする。　 

（２）合併後、概ね３年を経過した時点において、行政改革方針及び定員適正化計画に沿った適正な職員配置等により効率的な行政組織を構築する。　 

（３）合併10年経過後の支所においては、基本的な機能は残しつつ、地域自治区における取り組みの状況を踏まえ、行政業務の更なる効率化を図る。 

３．個別整備方針　 
（１）新市の組織は本庁と支所とし、合併後は２市４町の既存庁舎を有効活用する。　 

（２）出雲市役所を本庁とし、平田市役所、佐田町役場、多伎町役場、湖陵町役場及び大社町役場については支所とする。　 

（３）本庁は、市全体に係る政策の推進、総合的な調整事務、管理事務、市全体として取り組む対外的な業務、各種行政委員会等及び議会の事務を所掌 

　　する。　 

（４）支所は、窓口業務（住民登録、税務、年金など）及び住民生活に密着した業務（福祉サービス、公民館等の運営、生活道路・下水路修繕など）を

　　所掌するとともに、地域防災の拠点とする。また、合併前の市町の区域を所管区域とし、新市が推進する21世紀出雲の國つくり計画の地域別整備方

　　針及び地域ごとに策定する地域まちづくり計画に沿って、本庁及び地域協議会と一体となって所管区域の地域振興策を調整し、その実現を図る。　

　　　なお、旧出雲市の区域については、本庁に支所としての機能を確保する。 

参　考 

≪新市における組織・機構の基本方針≫≪新市における組織・機構の基本方針≫ 
 

≪新市における組織・機構の基本方針≫ 
 

組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い 

【
総
務
・
企
画
小
委
員
会
付
託
案
件
】

地
方
税
の
取
扱
い（
そ
の
２
） 

【
総
務
・
企
画
小
委
員
会
付
託
案
件
】 

１ 

固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税 

　
鉄
道
軌
道
整
備
法
、
半
島
振
興
法
、

国
際
観
光
ホ
テ
ル
整
備
法
の
規
定
に
よ

り
、
現
行
の
基
準
を
継
続
す
る
。 

２ 

固
定
資
産
税
の
課
税
免
除 

　
現
行
の
基
準
を
継
続
す
る
。 

 

各
種
事
務
事
業
（
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

行
政
連
絡
員
関
係
）
の
取
扱
い 

【
総
務
・
企
画
小
委
員
会
付
託
案
件
】 

１ 

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
支
援 

　
住
民
の
自
主
的
な
活
動
の
活
性
化
を

図
る
た
め
、
新
市
に
お
い
て
も
引
き
続

き
支
援
を
行
う
。
た
だ
し
、
各
種
助
成

制
度
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
調
整

を
図
る
。 

　
（１）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
助
成 

　
　
　
自
治
会
、
町
内
会
及
び
湖
陵
町

　
　
の
区
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
運
営

　
　
費
助
成
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市

　
　
に
引
き
継
ぎ
、
平
成
18
年
度
か
ら

　
　
事
業
及
び
活
動
助 

    

　
成
制
度
を
創
設
し 

　
　
移
行
す
る
。 

  

　
（２）
集
会
所
建
設
費
補
助
・
防
犯
灯
設

　
　
置
補
助
・
ふ
る
さ
と
広
場
設
置
助
成 

　
　
　
出
雲
市
の
制
度
を
新
市
に
引
き

　
　
継
ぐ
。
た
だ
し
、
具
体
的
な
要
件

　
　
に
つ
い
て
は
、
有
効
活
用
が
図
ら

　
　
れ
る
よ
う
、
新
市
に
お
い
て
調
整

　
　
す
る
。 

２ 

行
政
連
絡
員
制
度 

　
各
市
町
の
現
行
制
度
を
新
市
に
引
き 

継
ぎ
、
新
市
に
お
い
て
統
一
に
向
け
検

討
す
る
。 

　
新
市
に
お
け
る
組
織
及
び
機
構
の
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
「
新
市
に

お
け
る
組
織
・
機
構
の
基
本
方
針
」
に

基
づ
き
構
築
す
る 

支　所 

本　庁 
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【佐田町】 
　●議長　 
　　　 
　　　 

出雲地区合併協議会 

委員の交代 

 

出雲地区合併協議会 

委員の交代 

 
深井徹郎　 
 

渡部　勝 
 

各
種
事
務
事
業
（
生
涯
学
習
関
係
）

の
取
扱
い 

【
福
祉
・
教
育
小
委
員
会
付
託
案
件
】 

１ 

成
人
式 

　
新
市
の
新
成
人
全
て
を
対
象
に
一
堂
に

会
し
た
成
人
式
を 

１
月
に
開
催
す
る
。 

  

２ 

社
会
教
育
関
係
団
体
等
へ
の
補
助
金 

　
（１）
青
少
年
健
全
育
成
市
民
会
議
補
助
金

　
　
　
次
代
を
担
う
青
少
年
の
健
全
育
成

　
　
の
た
め
に
、
現
在
あ
る
市
・
町
民
団

　
　
体
を
統
一
す
る
こ
と
と
し
、
補
助
金

　
　
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
新
た

　
　
に
制
度
化
す
る
。 

　
（２）
各
種
団
体
へ
の
補
助
（
青
年
団
体
、
女

　
　  

性
団
体
、
成
人
団
体
等
） 

　
　
　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、

　
　
新
市
に
お
い
て
新
た
な
補
助
基
準
を

　
　
設
け
調
整
す
る
。 

                 

３ 

公
民
館
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

　
（１）
施
設 

　
　
　
公
民
館
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

　
　
タ
ー
（
以
下
「
公
民
館
等
」
と
い

　
　
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

　
　
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。 

　
　
　
た
だ
し
、
佐
田
町
中
央
公
民
館
は

　
　
文
化
施
設
と
し
て
活
用
す
る
。 

　
（２）
運
営 

　
　
　
公
民
館
等
が
行
っ
て
い
る
業
務

　
　
は
、
現
状
の
と
お
り
維
持
・
継
続

　
　
し
て
い
く
。 

　
　
　
公
民
館
等
の
あ
り
方
や
統
廃
合

　
　
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

　
　
移
行
後
、
専
門
の
諮
問
機
関
を
設

　
　
置
し
、
住
民
（
代
表
）
の
意
見
を

　
　
聞
き
な
が
ら
検
討
す
る
。
　
　
　

　
　
　
合
併
時
か
ら
新
た
な
制
度
が
創

　
　
設
さ
れ
る
ま
で
の
維
持
管
理
に
つ

　
　
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　
　
　
①
管
理
・
維
持
に
関
す
る
地
元
負
担
金
は

　
　
　
　  

徴
収
し
な
い
。 

　
　 

　
②
住
民
利
用
に
つ
い
て
、
施
設
の
使
用
料

　
　
　
　  

及
び
冷
暖
房
費
は
徴
収
し
な
い
。 

　
　 

　
③
営
利
を
目
的
と
す
る
行
為
（
団
体
）
に

　
　
　
　  

は
使
用
さ
せ
な
い
。 

　
　
　
た
だ
し
、
ホ
ー
ル
を
有
し
、
現

　
　
在
有
料
の
施
設
は
、
使
用
料
条
例

　
　
を
制
定
し
、
貸
し
出
す
も
の
と
す

　
　
る
。 

　
（３）
生
涯
学
習
事
業 

　
　
　
公
民
館
等
に
お
け
る
生
涯
学
習

　
　
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
実
施
の

　
　
た
め
の
補
助
を
行
い
、
充
実
を
図

　
　
る
。
た
だ
し
、
現
在
直
営
で
行
っ

　
　
て
い
る
公
民
館 

　
　
に
つ
い
て
は
、 

　
　
合
併
後
当
分
の 

　
　
間
は
直
接
執
行 

　
　
す
る
。 

４ 

生
涯
学
習
関
連
施
設 

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。 

５ 

生
涯
学
習
関
連
施
設
使
用
料 

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。 

６ 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
推
進
事
業 

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。 

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
推
進
に
つ
い
て
は
、現
在

の
出
雲
市
総
合
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ

ー
を
新
市
の
拠
点
施
設
と
し
、
公
民
館

等
で
活
動
し
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
携

を
図
り
つ
つ
調
整
す
る
。 

7 

図
書
館 

　
（１）
図
書
館
事
業 

　
　
　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

　
　
ぎ
、
１
つ
の
図
書
館
に
中
央
館
的

　
　
機
能
を
持
た
せ
な
が
ら
、
各
館
の

　
　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
る
。

　
　
　
ま
た
、
現
在
の
公
民
館
内
に
設

　
　
置
さ
れ
て
い
る
２
施
設
に
つ
て
は
、 

　
　
地
域
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
の
面

　
　
か
ら
図
書
館
と
し
て 

　
　
の
機
能
の
拡
充
を 

　
　
図
る
よ
う
新
市
に 

　
　
お
い
て
検
討
す
る
。 

　
（２）
運
営
形
態 

　
　
　
運
営
形
態
は
異
な
っ
て
い
る
が
、 

　
　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、

　
　
住
民
に
対
し
て
よ
り
良
い
サ
ー
ビ

　
　
ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
新
市
に
お

　
　
い
て
調
整
す
る
。 

　
（３）
開
館
時
間 

　
　
　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

　
　
ぎ
、
新
市
に
お
い
て
合
併
後
３
年

　
　
を
目
途
に
以
下
の
と
お
り
統
一
す

　
　
る
方
向
で
調
整
す
る
。

　   

　
平
日 

10
時
〜
19
時

　   

　
土
曜
・
日
曜
・
祝
日 

10
時
〜
18
時

　
　
　
た
だ
し
、
公
民
館
内
に
設
置
さ 

　
　
れ
て
い
る
２
施
設
に
つ
い
て
は
、 

　
　
そ
の
施
設
の
都
合
を
考
慮
す
る
。

　
（４）
休
館
日

　
　
　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

　
　
ぐ
。

　
（５）
図
書
館
協
議
会 

　
　
　
各
館
に
図
書
館
協
議
会
を
設
け
、

　
　
地
域
利
用
者
の
幅
広
い
意
見
を 

聞

　
　
く
機
会
を
設
け
る
。

               

（福祉・教育小委員会所属） 

  
　●議会推薦　 
 山本京太郎　　 
 

深井徹郎 
 総務・企画及び 
産業・建設小委員会所属 
 

（ ） 



合併協定項目と協議状況（平成16年7月現在） 

平成16年8月25日発行 合併だより Vol.5
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総合計画 

広報広聴 

交通政策 

国内・国際交流 

男女共同参画 

行政改革大綱 

 

協議区分 

引継ぎ 

再協議 

引継ぎ 

引継ぎ 

再協議 

引継ぎ 

再協議 

引継ぎ 

再協議 

再協議 

再協議 

 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

引継ぎ 

引継ぎ 

引継ぎ 

引継ぎ 

再協議 

引継ぎ 

引継ぎ 

再協議 

 

提 案  

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第４回 

第２回 

第３回 

第２回 

第２回 

第２回 

第6回 

第7回 

第２回 

第８回 

第6回 

第２回 

第6回 

第８回 

第6回 

第８回 

第２回 

第２回 

第6回 

第6回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第４回 

 ２市５町合併協議会の調整方針を尊重し、そのまま引き継ぐもの 引継ぎ 

国の制度改正等の状況変化や枠組みの変更に伴い、調整方針を再協議するもの 再協議 

協定項目 

（１）

（２）

（３）

（４）

（５） 

（６）

24

25

決 定  

第２回 

第３回 

第２回 

第２回 

第４回 

第２回 

第９回 

第２回 

第7回 

第6回 

 

第８回 

第３回 

第９回 

第7回 

第２回 

 

第９回 

第7回 

第９回 

第２回 

第２回 

第7回 

第7回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第５回 

   備 考  

 

 

 

 

 

 

　　　　 

 

 

 

総務・企画小委員会付託　 

 

 

 

 

 

総務・企画小委員会付託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定項目 

協議会事務局からのお知らせ協議会事務局からのお知らせ協議会事務局からのお知らせ

3つの小委員会での協議風景 

福祉・教育小委員会福祉・教育小委員会 

 

 

総務・企画小委員会総務・企画小委員会 

 

産業・建設小委員会産業・建設小委員会 

 

福祉・教育小委員会 

 

 

総務・企画小委員会 

 

産業・建設小委員会 

 

　７月に開催した合併協議会において、上記合併協定項目　７月に開催した合併協議会において、上記合併協定項目の提案は全て終了しました。の提案は全て終了しました。８月に開催する８月に開催する 
合併協議会において、未決定の２項目を確認し、各市町で合併協議会において、未決定の２項目を確認し、各市町での住民説明会を経て、９月の住民説明会を経て、９月１日（水）（水）に、合併に、合併 
調印式の開催を予定しています。調印式の開催を予定しています。 
　詳しい日程・場所等は、各市町の広報等を通じてお知ら　詳しい日程・場所等は、各市町の広報等を通じてお知らせする予定です。せする予定です。 
 

　７月に開催した合併協議会において、上記合併協定項目の提案は全て終了しました。８月に開催する 
合併協議会において、未決定の２項目を確認し、各市町での住民説明会を経て、９月１日（水）に、合併 
調印式の開催を予定しています。 
　詳しい日程・場所等は、各市町の広報等を通じてお知らせする予定です。 
 

　 

協議区分 

引継ぎ 

引継ぎ 

再協議 

引継ぎ 

再協議 

再協議 

再協議 

引継ぎ 

引継ぎ 

引継ぎ 

引継ぎ 

再協議 

再協議 

引継ぎ 

再協議 

 

再協議 

再協議 

再協議 

引継ぎ 

引継ぎ 

引継ぎ 

引継ぎ 

再協議 

 

 

 

引継ぎ 

再協議 

引継ぎ 

引継ぎ 

再協議 

 

提 案  

第２回

第２回

第８回

第２回

第５回

第５回

第6回

第２回

第２回

第２回

第２回

第５回

第7回

第２回

第３回

第6回

第7回

第４回

第8回

第２回

第２回

第２回

第２回

第５回

第５回

第５回

第５回

第２回

第２回

第２回

第２回

第３回

第４回 

第8回 

   備 考  

 

 

 

 

中間とりまとめ 

その１ 

その２（職員定数） 

その１ 

その２（固定資産税） 

情報公開

儀式・表彰

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ・行政連絡員

金融機関等の指定

窓口業務

保健事業

病院、診療所

障害者福祉

高齢者福祉

児童福祉

その他福祉

保育

環境

人権同和

農林　　　その１（農業・林業）

          その２（受益者分担金）

水産

観光商工

生涯学習

文化・スポーツ

学校教育

建設

公営住宅

上下水道

都市計画

建築・景観

防災関係

新エネルギー・省エネルギー

新市建設計画    出雲の國つくり大綱

　　　　　　    基本方針 

　　　　　　　　主要施策等

 

（７）

（８）

（９）

（10）

（11）

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

（21）

 

（22）

（23）

（24）

（25）

（26）

（27）

（28）

（29）

（30）

（31）

（32）

（33） 

決 定  

第２回 

第２回 

第９回 

第２回 

第6回 

第6回 

第7回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第7回 

第8回 

第２回 

第４回 

第7回 

第8回 

第５回 

第9回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第7回 

第7回 

第7回 

第7回 

第２回 

第３回 

第２回 

第２回 

第９回 

 

 

 

 

合併の方式   

合併の期日 

新市の名称 

新市の事務所の位置 

町、字の区域及び名称の取扱い 

慣行の取扱い 

財産及び債務の取扱い 

条例、規則等の取扱い 

議会議員の定数及び任期の取扱い 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 

一般職の職員の身分の 

取扱い 

特別職の身分の取扱い 

組織及び機構の取扱い 

一部事務組合等の取扱い 

公共的団体等の取扱い  

消防、救急の取扱い 

地域自治区の設置 

地方税の取扱い 

 

使用料、手数料等の取扱い 

補助金、交付金等の取扱い  

国民健康保険事業の取扱い 

介護保険事業の取扱い 

電算システムの取扱い 

各種事務事業の取扱い 

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


